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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月8日(2014.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有効量のニコチン、トリプトファン、フェニルアラニン、チロシン及びカフェインを含
有する活性成分を含む水溶液を含み、前記ニコチンを約０．２２２ｍｇ含有することを特
徴とする、偏頭痛の治療用の医薬製剤。
【請求項２】
　有効量のニコチン及びトリプトファンを含有する活性成分を含む水溶液を含み、水約２
オンス（５６．７０ｇ）中に前記ニコチンを約０．２２２ｍｇ、トリプトファンを約４０
ｍｇ、フェニルアラニンを約２０ｍｇ、チロシンを約６０ｍｇ、およびカフェインを約８
５ｍｇ含有することを特徴とする偏頭痛の治療用の医薬製剤。
【請求項３】
　前記ニコチンは前記活性成分の約０．１１重量％であることを特徴とする、請求項１に
記載の前記偏頭痛の治療用の医薬製剤。
【請求項４】
　前記トリプトファンは前記活性成分の１５重量％～３０重量％であることを特徴とする
、請求項１に記載の前記偏頭痛の治療用の医薬製剤。
【請求項５】
　前記フェニルアラニンは前記活性成分の５重量％～１５重量％であることを特徴とする



(2) JP 2014-503592 A5 2014.5.29

、請求項１に記載の前記偏頭痛の治療用の医薬製剤。
【請求項６】
　前記チロシンは前記活性成分の２０重量％～３０重量％であることを特徴とする、請求
項１に記載の前記偏頭痛の治療用の医薬製剤。
【請求項７】
　前記カフェインは前記活性成分の３５重量％～５０重量％であることを特徴とする、請
求項１に記載の前記偏頭痛の治療用の医薬製剤。
【請求項８】
　偏頭痛の治療用の医薬製剤であって、ニコチン約０．１重量％、トリプトファン約１８
．１重量％、フェニルアラニン約９．０重量％、チロシン約２７．１重量％、及びカフェ
イン約３８．４重量％を含有する活性成分を含む水溶液を含むことを特徴とする偏頭痛の
治療用の医薬製剤。
【請求項９】
　更に少なくとも１つの非必須アミノ酸を含むことを特徴とする、請求項８に記載の前記
偏頭痛の治療用の医薬製剤。
【請求項１０】
　非必須アミノ酸はセリン、アスパラギン酸及びグルタミン酸のうちの少なくともいずれ
か１つであることを特徴とする、請求項９に記載の前記偏頭痛の治療用の医薬製剤。
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